
任意継続組合員証（被扶養者がいる場合は、任意継続組合員被扶養者証も）を添付して提出してください。

【提出先】公立学校共済組合高知支部

公立学校共済組合高知支部長　様

下記の理由により、任意継続組合員の資格を喪失することを届け出ます。

なお、掛金の還付が生じた場合は、下記の口座に振込み願います。

※太枠内のみ記入してください。

1 任意継続組合員となった日から起算して２年を経過したため

2 死亡のため　（死亡年月日　：　令和　　　　年　　　　月　　　　日）

3 任意継続掛金を払込期日までに払い込まなかったため

4 組合員（地共法に基づく組合員、国の組合の組合員、私学共済制度の加入者、健康保険の被保険者

及び船員保険の被保険者を含む。）となったため ※新しい健康保険証の写しを添付してください。

5 地方公務員等共済組合法第144条の2第5項第5号の規定により、任意継続組合員でなくなること

を希望するため ※この申出が受理された日の属する月の末日の翌日に資格を喪失します。

ア国民健康保険に加入するため イ家族が加入している健康保険制度の被扶養者となるため

6 後期高齢者医療の被保険者等となったため

※以下は記入しないでください。

※組合員名義の口座を記入してください。受取金融機関

当座

銀行名等 支店名等 口座種別 口 座 番 号 口座名義（カタカナで記入してください。）

住 所

〒

※下記１または２を〇で囲んでください。資格喪失証明書

申 出 者 氏 名

組 合 員 等 記 号 ・ 番 号

支部受付印

任意継続組合員資格喪失届書・

任意継続掛金等還付請求書

申 出 日 令和　　　　　年　　　　　月　　　　　日

退 職 年 月 日

枝　番

回収日

令和　　　年　　　月分から令和　　　年　　　月分まで

共済組合使用欄
（記入しないでください。）

処理日

還付の対象となる前納掛金 還付額 　　　　　　　　　　　　円

普通

０ ０公立高知

　　　令和　　　　年　　　　月　　　　日

申出取消理由　　　　　※下記１～６のうち該当する番号を〇で囲んでください。

１　資格喪失証明書が必要　　　　　　　　　　　　２　資格喪失証明書は不要



任意継続組合員証（被扶養者がいる場合は、任意継続組合員被扶養者証も）を必ず添付して提出してください。

【提出先】公立学校共済組合高知支部

公立学校共済組合高知支部長　様

下記の理由により、任意継続組合員の資格を喪失することを届け出ます。

なお、掛金の還付が生じた場合は、下記の口座に振込み願います。

※太枠内のみ記入してください。

後期高齢者医療の被保険者等となったため

申 出 日 令和　　　　　年　　　　　月　　　　　　日

支部受付印

任意継続組合員資格喪失届書・

任意継続掛金等還付請求書

資格喪失証明書 ※下記１または２を〇で囲んでください。

枝　番 ０ ０

申 出 者 氏 名

組 合 員 等 記 号 ・ 番 号 公立高知

住 所
〒

退 職 年 月 日 　　　令和　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

申出取消理由　　　　　※下記１～６のうち該当する番号を〇で囲んでください。

１　資格喪失証明書が必要　　　　　　　　　　　　２　資格喪失証明書は必要なし

受取金融機関 ※組合員名義の口座を記入してください。

銀行名等 支店名等 口座種別 口 座 番 号 口座名義（カタカナで記入してください。）

当座

普通

◎就職（保険証の適用有）の場合 ⇒ 『４』に○。

資格喪失日＝新しい保険証の資格取得日 ※新しい保険証の写しを添付してください。

（例）6.20就職（健康保険有）⇒6.20資格喪失

この場合、6月分以降分の掛金を払い込んでいる場合は還付します。

◎市町村国民健康保険に加入又は家族の扶養に入る ⇒ 『５』に○。

・市町村国民健康保険に加入の場合⇒『ア』に○。

・家族の扶養に入る場合 ⇒『イ』に○。

※当該様式を共済組合で受付けた月の月末までは組合員証が使用できます（掛金を徴収します）ので、

保険証の返却は後日でも構いません。

（例）6.20共済組合受付⇒7.1資格喪失

市町村国民健康保険等へ加入される場合は『資格喪失証明書』が必要になります。

未経過期間分の掛金を払い込んでいる場合は掛金の還付がありますので、必ず組合員本人

名義の口座を記入してください。


	【様式３】任意継続組合員資格喪失届書・任意継続掛金等還付請求書
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